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重要事項説明書 
 

1.事業主体概要 

事業主体名 株式会社ＳＫＹ 

代表者名 代表取締役 栁澤修一 

所在地 愛知県知多市岡田字大曽７番地の１ 

主な事業 ・有料老人ホームの経営 サービス付き高齢者向け住宅の経営 

2.建物概要 

建 物 名 フェリーチェ知多 

建物の類型 サービス付き高齢者向け住宅 （ 愛知県登録 № 愛知 13025(1） ） 

建物の構造 鉄骨造 3 階建て 

居住の権利形態 建物賃貸借方式 

居室区分 個室 60 室  2 人部屋 10 室 

従業員体制 運営スタッフ 21 名 その他 6 名 

建物の管理者 栁澤 惠子 

開設年月日 平成 27 年 3 月 23 日 

所在地・電話番号 
愛知県知多市八幡字向長曽９８番地 

Tel（０５６２-３８-６３３０）Fax（０５６２-３８-６３３１） 

交通の便 名鉄常滑線 寺本駅からバスで 5 分 降車後 5 分または徒歩 25 分 

敷地概要（権利関係） 

敷地面積       2,975.36 ㎡ 

建物面積       1,330.91 ㎡ 

借地（土地所有者 神谷竹彦 早川増彦 久野正保 久野三郎 早川育雄） 

一般賃貸借契約期間 平成 26 年 1 月 1 日~令和 45 年 12 月 31 日 

建物概要（権利関係） 

延べ床面積    3,527.94 ㎡ 

鉄骨造 地上 3 階建 

建物所有者 株式会社ＳＫＹ 

竣工 平成 27 年 2 月 28 日 

居室の概要 

個室 8 室 2 人部屋 2 室 

個室タイプ    18.28 ㎡     8 室 定員 1 名  

2 人部屋タイプ  25.53 ㎡ 2 室 定員 2 名  

浴室、共用生活室の概要 １Ｆ個室浴室 食堂 

共用部の概要 
玄関、ホール、事務室、食堂、共用トイレ、洗面設備、洗濯室、汚物処理

室、個浴室、健康管理室、ゲストルーム 

防火設備の概要 自動火災報知設備、スプリンクラー、誘導灯、消火器具、消火設備用発電機 



3.建物、設備等の状況 

4.サービスの内容 

サービス費に含まれる内容 

・状況把握サービス 訪問または食事やレクリエーション等の機会を利

用して、毎日、最低 1回以上の声掛け等により状況把握を行います。また

居室部分に緊急通報装置が設置されており、通報があった場合には、速や

かに駆けつけます。 

・生活相談サービス 食事、健康、介護、人間関係といった日常生活にお

ける入居者の悩みなどについて相談員等が助言を行います。 

専門的な相談や助言の為に、専門家や専門機関を紹介します。 

上記以外の別途費用負担の 

必要なサービスとその利用料 

・食事サービス 施設内厨房にて調理を行っております。 

温冷配膳車を使用し温かいものと冷たいものを分けて作りたてのものを

提供いたします。色や香り、食感、季節など楽しんでいただけるよう食材

にこだわりを持ちます。身体状況に合わせてご用意いたします。 

介護食にも対応いたします。 

苦情解決の体制 

・愛知県健康福祉部高齢福祉課 施設グループ 

TEL：052-954-6287FAX：052-954-6919 

・愛知県消費生活センター 半田市消費生活相談室 

TEL：0569-32-2444（月～金、8:30～16:00、土・日・祝日は休み） 

・株式会社ＳＫＹ  

苦情相談担当 井上 裕希 

TEL：0562-54-0550（月～金、9:30～17:00、土・日・祝日は休み） 

FAX：0562-54-0551 

損 害 賠 償 火災保険 損害保険に加入 

 

 

バリアフリーの対応状況 椅子対応可能 

【共用部】 

共用生活室の状況 入居者等が食事等のできる設備 机 3 脚 椅子 10 脚 

共用便所の設置の状況 車椅子等の対応が可能な数 1 箇所 

共用浴室の設備状況 浴室の数 個室浴室 2 箇所 

洗濯室の設備状況 洗濯乾燥機の設置数 2 箇所（計 6 台） 

【居室】 

便所の有無 有 手摺付ｳｫｼｭﾚｯﾄ付ﾌﾙｵｰﾄ便器 

浴室の有無 無  

洗面所の有無 有 洗面化粧台 

台所の有無 無  

緊急通報装置の設置状況 有 居室内にあり（居室･トイレ） 

TV 回線の設置状況 有 居室内にあり 

BC・CS 回線の設置状況 有 居室内にあり 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線の設置状況 有 無線接続 

外線電話回線の設置状況 無  

その他、居室の設備状況 
防炎カーテン、給湯設備（電気温水器）、冷暖房設備（ｴｱｺﾝ） 

収納設備、緊急通報装置、リクライニングベット 



5.賃料 

賃料の支払方法 月払い方式 （次月分当月 20 日払い） 

敷金 無 

 
敷金の使途及び 

解約時の返還金 
無 

  家賃相当額 

全 70 室 

個室タイプ   18.28 ㎡ 60 室 定員 1 名 65,000 円／月 

2 人部屋タイプ 25.53 ㎡ 10 室 定員 2 名 70,000 円／月 

 

 

共益費 41,000 円（非課税）／1 名 

  
階段・廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱水費、上下水道使用料、エレベータ

ー保守、メンテナンス費、清掃費が含まれます。 

ｻｰﾋﾞｽ費 40,700 円（税込）／1 名  要介護度認定外（自立）55,000 円（税込）／1 名 

  状況把握サービス、生活相談サービス。 

水道代 共益費に含みます。 

電気代 共益費に含みます。 

食費 

食材費、栄養士その他食事部門の人件費、設備・備品代が含まれます。 

53,460 円／月［30 日計算］（朝食 486 円・昼食 605 円・夕食 691 円） 

4 日前に欠食の届出をした場合は、欠食した分を控除し精算します。 

改正ルール 
物価変動、人件費等変動、入居者の要望等によりシステム等などの変更が必要な場合

は運営懇談会にて決定します。 

消費税 
家賃、共益費については非課税。サービス費、食費などのその他月額利用料について

は課税です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.医療 

協力医療機関（又は嘱託医）の

概要及び協力内容  

公立西知多総合病院 

（診療科目：総合） 

・入居者の診療及び治療及び入院、健康診断、健康相談 

医療法人修文会 柳澤クリニック 

（診療科目：内科） 

・入居者の診療及び治療、健康診断、健康相談 

・緊急時の往診 

医療法人社団大栄会 知立デンタルクリニック 

（診療科目：歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科） 

・入居者の「歯科」診療及び治療 

医療法人沙羅 加古歯科医院 

（診療科目：歯科、矯正歯科、小児歯科） 

・入居者の「歯科」診療及び治療 

入居者が医療を要する場合の 

対応 

協力医療機関又は、入居者が選択する医療機関で治療していただきます。

費用については、医療保険制度で適用される以外の費用は入居者負担にな

ります。 

7.入居状況等                     （令和 8 年 5 月 1 日現在） 

入居者数及び定員 70 室（個室 60 室  2 人部屋 10 室） 

入居者内訳 

性 別 男性 23 人  女性 40 人 

介護の要否別 

自 立 0 人    

要支援 計 19 人 要支援Ⅰ 8 人  

  要支援Ⅱ 11 人  

要介護 計 44 人 要介護Ⅰ 14 人  

  要介護Ⅱ 9 人  

  要介護Ⅲ 8 人  

  要介護Ⅳ 9 人  

  要介護Ⅴ 4 人  

平均年齢 88.41 歳（男性 88.26 歳、女性 90.70 歳） 

入居者説明会の開催状況 

（開催回数、主な議題等） 

1 年に 1 回。主な議題（サービス提供の要望状況、入居者及び身元引受人

の要望、意見）（共益費・サービス費・食費の改定等） 

8.運営スタッフ体制 

  
職員数 

対応時間 備  考 

常勤 非常勤 

従 

業 

者 

の 

内 

訳 

運営スタッフ 20 8 24 時間  

その他職員 3  8:30-17:30  

     

     

     

     

     

     

合 計 23 8   

運営スタッフ対応時間  日中体制 7：00～20：00  当直体制 20：00～7：00 

 



9.入居・退去等 

入居者の条件 

次の①または②に該当するものである ①単身高齢者世帯②高齢者＋同

居者（配偶者/60 歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている 60 歳

未満の親族/特別な理由により同居させる必要があると知事等が認める

方）（「高齢者」とは、60 歳以上の者または要介護・要支援認定を受

けている 60 歳未満の者をいう。） 

身元引受人、連帯保証人、残置

物引取人等の条件、義務等 

身元引受人及び連帯保証人及び残置物引取人を一名以上定めていただき

ます。 

身元引受人は契約の解除を請求したときは利用者の身柄を引き取るもの

とします。 

連帯保証人は利用料の支払いについて、入居者と連帯して責任を負うこ

とになります。極度額として過去に遡った月額利用料の 6 か月分を限度

額とします。 

残置物引取人は入居者の死亡により本契約が終了した後に入居者の残置

物がある場合に残置の引取を行うものとする。 

契約の解除 
[事業者からの解除]賃貸契約の条項 第 14 条、第 15 条の規定に基づく 

[入居者からの解除]賃貸契約の条項 第 14 条、第 16 条の規定に基づく 

 

 

 

 

※               様 

説明年月日 令和   年   月   日 

 

説明者署名                

 

※契約を前提として説明を行った場合は、説明を受けた者の署名を求める。 

 


